
火山災害における避難実施要領の作成モデル事業検討会
（第３回）

日時 令和３年３月１５日（月） 13時30分～15時30分
場所 富士山科学研究所 ホール

１．開会

２．前回の主なご意見について

３．確認事項

（１）各市町村の避難実施要領の構成と内容

（２）避難実施要領のひな形の構成と内容

４．協議事項
・ 火山避難のさらなる実効性確保に向けた

主な項目ごとの取組み

５．今後の進め方

６．閉会

＜配付資料＞
・議事次第
・資料―１ 第２回検討会議事要旨
・資料―２ 各市町村の避難実施要領の構成と内容
・資料―３ 避難実施要領のひな形の構成と内容
・資料―４ 火山避難のさらなる実効性確保に向けた

主な項目ごとの取組み事例
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	　現在の風向の場合に、噴火時の降灰による影響が想定される路線を注視すべき路線として明記した。
	　噴火警戒レベル２相当の段階で、中央公民館（400名程度の休憩、200名程度の宿泊）を開放するほか、観光連盟を通じて協定締結済のホテル４施設に対して空室情報を打診して可能な範囲での協力を要請することとしている。これを更に確実なものとするため、中央公民館の開設・運営にあたる担当課を定めた。また、協定先となるホテルの利用の考え方を定めた。
	　けが人の対応等、特段の要請を受けない限り、各自の手段で帰宅してもらう。
	第２次避難対象エリア外に避難行動要支援者を避難誘導する必要がある。要配慮者の生活環境を考慮すると、福祉避難所、宿泊施設等が候補となるが、いずれも確保が難しく現段階では第２次避難対象地域内の小中学校としている。
	一時集合先である交流プラザきららは駐車場台数が1700台であり、第２次避難対象エリア（536名）の避難に限らず、避難準備段階である第３次避難対象エリアの避難人口（728名）が避難してきても満車となる可能性は低い。このため、移動手段を特に指定する必要はない。�　大半の方は徒歩または自家用車によって避難可能。一方、第３次避難対象エリアには51名の避難行動要支援者の方が居住しており独力での避難が難しい。要請に応じて搬送するための車両の手配を位置付ける必要がある。
	町が発表する内容のほか、事業者を通じた観光客への伝達方法を明記した。そのほか、火山防災協議会として統一的に出す内容とに分けて発表することを明記した。
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